
埼玉県知事記者会見 令和５年２月７日 ○

オミクロン株対応の新レベル分類における本県のレベル等について

埼玉県の現在のレベル

レベル２

レベル１
複数の事象や指標について、総合的に判断。３/３（金）から移行。

※コロナ病床は フェーズⅢから フェーズⅡへ移行
３/３（金）に要請、３/１０（金）に移行

・特措法第２４条第９項に基づく新型コロナウイルス感染症の無料検査は３/３１（金）で終了

（感染小康期）



春の新生活に備え早めのワクチン接種を！
○ 春は、多くの方が新生活を迎える大切な時期です。
○ オミクロン株対応２価ワクチンを追加接種すると、未接種の場合と比べて、死亡予防効果、
感染予防効果が高まることが確認されています。
○ ３月１３日からマスクの着用は、個人の判断となります。その前に接種をご検討ください。
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【出典】R5.2.22ワクチン分科会資料より

オミクロン株対応２価ワクチンを未接種の方は、
御自身のため、大切な御家族や御友人を守るため、早期のワクチン接種をご検討ください

初回接種を終えたオミクロンワクチン接種対象者のうち、
県内の未接種者 “約250万人”
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▶ 3/13以降、マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本とする。

▶ その上で 、職員には、原則としてマスクを外してよい場面を例示する。

県庁におけるマスク着用について

◯ 高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防止する場面

・ 医療機関を受診・訪問するとき、医療機関で勤務するとき

・ 高齢者施設等を訪問するとき

◯ その他、感染防止に効果的な場面

・ 換気が不十分な空間での会議、公用車同乗のとき

・ 通勤ラッシュ時など混雑した

電車・バスに乗車するとき など

※ マスク着用の際は、適切な方法で着用する。

（「鼻出しマスク」や「顎マスク」は避ける）

マスクの着用を推奨

◯ 知事・副知事等への説明・決裁

◯ 庁議その他庁内会議

◯ 県主催の会議・研修

◯ 県が行うイベント・式典等の行事

◯ 執務室内・庁舎内での勤務

◯ 出張、屋外での勤務

◯ 通勤（混雑した乗り物内を除く）

原則マスクを外してよい場面（例）

※ 基本的な感染対策として、室内の換気を徹底することを前提。

※ 咳などの症状がある場合は、マスクを着用。

※ 感染拡大期には状況に応じ、一時的に広くマスクの着用を求めるなど、より強い感染対策を実施する。


